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株式会社マイティネットとの合弁事業（IT関連事業）の開始に向けた 

検討に関する基本合意書の締結のお知らせ 

株式会社広島銀行（頭取 部谷俊雄）は、本日開催の取締役会において、必要な関係当局の認可等が得られ

ることを前提として、株式会社マイティネット（代表取締役社長 渡辺泰朗、本社所在地：広島市西区、以下「マイ

ティネット」といいます。）との間で、合弁事業（IT 関連事業）の開始に向けた検討に着手することを決議し、マ

イティネットとの間で、当該検討に関する基本合意書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

記 

１．基本合意書の締結の背景・経緯 

当行とマイティネットは、従来当行システムの開発・運用や営業活動等において連携し、ビジネスパート

ナーとして信頼関係を構築してまいりました。一方、金融機関や IT 関連企業を取り巻く環境は大きく変化し

ており、特に、デジタルトランスフォーメーションの進展により、IT 関連分野のお客さまニーズは今後ますます

多様化・複雑化・高度化していくことが見込まれます。 

このような状況のもと、当行グループの顧客基盤を活用していく中で、当行の事業性評価に基づくソリュー

ション提案力とマイティネットの IT 技術力を融合することにより、地元企業の経営課題の解決及び IT 化の推

進に貢献したいと考え、今般、マイティネットとの間で、合弁事業（IT 関連事業）の開始に向けた検討に着

手することに合意したものです。 

２．合弁事業開始の時期・方法 

今後、必要な関係当局の認可等が得られることを前提として、2021 年 1 月を目途に合弁事業を開始する

ことについて検討を進めてまいります。 

合弁事業については、マイティネットの IT 関連事業を会社分割により承継する方法で新会社を設立し、

現在設立準備を進めている当行の完全親会社となる銀行持株会社とマイティネットが共同で銀行業高度化

等会社※として経営することを予定しておりますが、事業開始に関する日程や方法、出資比率等の詳細につ

いては、決定次第、改めてお知らせいたします。 

  以 上 

※銀行業高度化等会社：銀行法第52条の 23第1項第11号の 3に規定された銀行持株会社の子会社 



ひろぎんホールディングス

新会社（IT関連事業）

【参考資料】

(1)商号 株式会社マイティネット

(2)本社 広島市西区草津新町1丁目21番35号

(3)代表者 渡辺 泰朗

(4)設立 1975年7月1日

(5)資本金 20百万円

(6)従業員数 445名 （2020年4月1日現在、パート等含む）

(7)事業内容

○ICT事業
・IDC（Internet Data Center）サービスの提供
（クラウド、ハウジング、システム運用代行、受託情報処理サービス等）
・各種情報システムの企画、開発、運用、保守
・各種パッケージソフト、コンピュータ機器の販売 等

○派遣事業
・システム開発、運用技術者の派遣 等

(8)財務状況

1. 株式会社マイティネットの概要

2. 持株会社設立後のグループストラクチャー

本件

ひろぎん保証

しまなみ債権回収

ひろぎん証券

ひろぎんカードサービス

ひろぎんリートマネジメント

ひろぎんビジネスサービス

ひろぎんリース

広島銀行

ひろぎんキャピタルパートナーズ

非連結子会社（3社）

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(20%)

・・・2020年10月1日設立（予定）

(未定)
・・・銀行業高度化等会社（2021年1月予定）

2019年3月期 2020年3月期（見込）

売上高 3,780 3,972

当期純利益 161 177

総資産 3,763 3,638

純資産 2,037 2,211

（単位：百万円）


